
「インフルエンザ出席停止期間の基準」早見表（各家庭にて保存） 

  

学校保健安全法施行規則の改正により、インフルエンザの出席停止期間の基準が「解熱後２日を経過するまで」から「発症した後５日を経過し、かつ解熱した 

後２日（幼児は３日）を経過するまで」と変更になりました。 

 

 
事例内容 

発症日 発症後 

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

例１ 
発症後１日目に 

解熱した場合 

発熱 解熱 
解熱１日目 

 

解熱２日目 

 

 

発症後４日目 

 

発症後５日目 登校可能 
  

出席停止   

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

例２ 
発症後２日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 解熱 
解熱１日目 

 

解熱２日目 

 

 

発症後５日目 登校可能 

 
 

出席停止   

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

例３ 
発症後３日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱１日目 

 

解熱２日目 

 登校可能 

 
 

出席停止   

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

例４ 
発症後４日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱１日目 

 

解熱２日目 

 登校可能 
 

出席停止  

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

例５ 
発症後５日目に 

解熱した場合 
発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 

解熱１日目 

 

解熱２日目 

 登校可能 

  出席停止 

幼稚園の場合は、解熱した後３日となりますので、ご注意下さい。（上記の早見表に解熱１日目・２日目の後に３日目が入ることになります） 

 

小中児童生徒対象用 



「インフルエンザ出席停止期間の基準」早見表（各家庭にて保存） 

  

学校保健安全法施行規則の改正により、インフルエンザの出席停止期間の基準が「解熱後２日を経過するまで」から「発症した後５日を経過し、かつ解熱した 

後３日（児童生徒は２日）を経過するまで」と変更になりました。 

 

 
事例内容 

発症日 発症後  

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 

例

１ 

発症後１日目に 

解熱した場合 

発熱 解熱 
解熱１日目 

 

解熱２日目 

 

解熱３日目 

 

 

発症後５日目 登校可能 
  

 

出席停止    

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目  

例

２ 

発症後２日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 解熱 
解熱１日目 

 

解熱２日目 

 

解熱３日目 

 登校可能 

 
 

 

出席停止    

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目  

例

３ 

発症後３日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱１日目 

 

解熱２日目 

 

解熱３日目 

 登校可能 
 

 

出席停止   

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目  

例

４ 

発症後４日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱１日目 

 

解熱２日目 

 

解熱３日目 

 登校可能 

 

出席停止  

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目  

例

５ 

発症後５日目に 

解熱した場合 
発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 

解熱１日目 

 

解熱２日目 

 

解熱３日目 

登校可能 

  出席停止 

幼稚園の場合は、解熱した後３日となります。小中学校の児童生徒は、解熱した後２日となります。 

 

幼稚園幼児対象用 
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